
第２期恵庭市消防基本計画（素案）概要版

１．計画の考え方

恵庭市消防本部では、「第５期恵庭市総合計画」で掲げる目標の推進に向け、
これまで「恵庭市消防基本計画（平成３１年度〜令和７年度）」を策定し、同
計画に基づき消防行政の運営に取り組んできました。
令和８年度から「第６期恵庭市総合計画」が掲げる基本目標「自然と共存し

誰もが安全安心に暮らせる市民主体のまち」を踏まえ、前計画の推進にあたり
明らかになった課題に引き続き取り組むとともに、今後１０年間の方向性を具
体的に示すため、「第２期恵庭市消防基本計画を策定し、計画的な消防行政の
運営を進めていきます。

２．計画策定の視点

重点施策ごとに成果指標を設定し、達成度を公表することによって、市民が
わかりやすい計画とします。

３．計画の位置づけ

本計画は、消防組織法、消防力の整備指針（消防庁告示：市町村が火災予防、
救急、救助などの消防業務を確実に遂行するために必要な施設や人員について
目標となる水準）に基づき、本市の最上位計画である「第６期恵庭市総合計
画」に即して策定するものです。なお、「恵庭市地域防災計画」などと整合性
を保ち、施策の方向性を明確にし、消防分野における各重点施策の展開を示し
た計画です。

４．計画の期間

本計画の期間は、「第６期恵庭市総合計画」と同じく、令和８年度から令和
１７年度までの１０年間とし、実施計画と同様に２年ごとに見直すことで、よ
り実効性を持たせるとともに、PDCAサイクルによる計画の管理と重点施策の
検証・評価を行います。

５．計画の体系図

本計画では、「第６期恵庭市総合計画」に掲げる基本目標「自然と共生し
誰もが安全安心に暮らせる市民主体のまち」を踏まえ、「消防救急体制の充
実」の実現に向けて、消防・救急体制の整備および防火対策の推進を図ります。
あわせて、３つの重点施策と１６の推進項目を掲げ、課題を整理した上で、目
指す方向性と今後進めるべき取組を定めます。
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消防・救急体制の充実 Ⅰ.消防体制の整備 １.組織運営

２.働きやすい職場環境づくり

３.消防体制

４.消防団

５.消防庁舎・車両

15.火災原因調査

16.防火広報・啓発活動

12.応急手当・AED公表制度

14.立入検査・違反是正

Ⅱ.救急体制の整備 ９.救急体制

Ⅲ.防火対策の促進 13.予防体制

10.救急資器材

11.救急需要対策

８.個人安全装備品

７.消防資機材


